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本件は以下の法人が対象となります: 
 

連結総収入金額が 280 億バーツ以上の多国籍

企業グループ 

 

概要: 
 

歳入局は、タイ政府が国別報告事項（以下、

「CbCR」）の交換に関する多国間協定（以下、

「CbC-MCAA」）に調印したことを公表しました。こ

の協定のもとでは、情報交換が有効化された場

合、多国籍企業の居住国で収集された CbCR は

MCAA に加盟している他の国や地域との間で自

動的に交換することができます。タイは現在、

CbC-MCAA に加盟している 93 の国または地域と

の間で情報交換の有効化を進めています。歳入

局は、これらすべての加盟国との情報交換が

2021 年度の CbCR より有効化されると考えてい

ます。この取り組みにより、タイは 2021 年度以降

の CbCR について、他の CbC-MCAA 加盟国との

間で自動的に交換できるようになります。 

 

情報交換が有効な国に本店等所在地を置く多国

籍企業の構成会社等は、現地において CbCR の

提出が免除されることになります。一方、CbC-

MCAA 加盟国において事業を行うタイに本店等所

在地を置く多国籍企業の構成会社等も当該国ま

たは地域において提出が免除されます。発効後

は、タイとの間で自動情報交換が有効になる国ま

たは地域のリストが OECD のウェブサイト

（https://www.oecd.org/tax/beps/country-by-

country-exchange-relationships.htm） 

で公表される予定です（随時更新）。 
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しかし、CbC-MCAA に加盟していない、あるいは加盟する意思のない国（米国を含む）の多国籍企業の構成

会社等については、当該多国籍企業が CbC-MCAA 加盟国（情報交換が有効な国または地域）で現地での

提出は依然として必要になります。(ただし CbCR を提出する代理親会社を指名している場合は除く) 。タイ

は、CbC-MCAA に加盟する意思のない国とは、後日、二国間協議が必要になるでしょう。 

 

また、タイでは CbCR の提出場所に関して、CbCR ポータルサイトを通じた通知義務があります。これは、移

転価格開示フォームに記載される CbCR 関連項目の対応に追加されるものです。ポータルサイト経由の通知

期限は事業年度末から 12 か月後となります。ポータルサイトでの開示手続きは、CbCR 提出対象である多

国籍企業のタイにおける構成会社が、グループの最終親会社、CbCR の提出先、タイ国内における他の構成

会社等を明記する必要があります。CbCR の提出に関する詳細は、

https://cbcr.rd.go.th/aeoi/assets/Doc/cbcr_local_guidance.pdf  に掲載されています。なお、現時点では、

CbCR ポータルサイト経由の通知を怠った場合の罰則はありません。 
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある

場合は英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して

適用されない場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は

一部を転載することを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 

 

 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。 
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